
 

令和３年８月２６日 

保護者の皆様 

小田原市立白鷗中学校 

校 長 稲毛 真弓 

 

夏季休業明け【９月１０日(金)まで】の学校生活について 

 

 残暑の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。また、新型コロナウイ

ルス感染症対策においては、日頃よりご理解、ご協力をいただき改めて感謝申し上げます。 

さて、緊急事態宣言が令和３年９月１２日(日)まで延長され、宣言期間中の学校再開となりま

す。本校では９月１日からの学校再開に向け、市教育委員会からの指示(別紙)を受け、次のよう

に対応していきますので、ご了承くださるようお願いいたします。 

 

１ 教育活動等について 

（１）授業について ９月１日(水)～９月１０日(金)までは午前授業とします。 

日 曜 給食 1 校時 2 校時 3 校時 4 校時 5 校時  

１ 水 × 朝会 水 4B 水 5B 火 6  1 コマ 40 分授業 12:05 下校 

２ 木 × 木 1 木 2 木 3 木 5 木 6 1 コマ 35 分授業 午前 5 コマ 

12:25 下校 弁当持参なし ３ 金 × 金 1 金 2 金 3 金 4 金 5 

６ 月 ○ 月 2B 月 3B 月 4B 月 5B 月 6B 1 コマ 40 分授業 午前 5 コマ 

給食後 13:30 下校  ７ 火 ○ 火 1 火 2 火 3 火 4 火 5 

８ 水 × 第 2 回定期テスト   テスト後 11:55 下校 

９ 木 × 第 2 回定期テスト   テスト後 11:40 下校 

10 金 ○ 第 2 回定期テスト 防犯訓練  給食後  13:20 下校 

    ※登校時間はこれまで同様８：２０です。（８：００前の登校は控えてください） 

（２）部活動について ８月２９日(日)～９月１２日(日)まで朝練習、放課後練習、休日練習 

など、すべての部活動を休止します。 

（３）給食について 本校では上記３日間は給食があります。市からの通知のとおり、この期

間内の給食を希望しない場合は８月３０日(月)までにご連絡ください。 

（４）清掃活動について ９月１日(水)～９月１０日(金)まで生徒による清掃は行いません。 

（５）感染対策について 原則として、これまで行ってきた感染対策を徹底・継続したうえで、

教育活動を行います。（手指消毒、うがい手洗い、換気、ソーシャル

ディスタンス、校舎内の消毒、健康観察票など） 

（６）その他 

  ①学習端末について 本校では定期テストも近く、学習端末を活用した宿題等は考えてい

ないため、端末の持ち帰りは行いません。しかし、コロナ陽性や濃厚

接触者等の関係で自宅待機する場合は、端末を貸し出すことができま

す。(自宅にＷｉｆｉ環境がある場合) 

  ②体調不良の場合  本人の体調がすぐれない場合や同居家族に発熱等がある場合は、こ

れまで同様無理をせず学校を休んでください。保護者の申し出により

欠席ではなく「出席停止」の扱いにできます。 

 

 
問い合わせ先  

教頭 綾部 敏信 

電話 ３４－１７３６ 

 



令和３（2021年）年８月 25日  

 

小田原市立小・中学校の保護者の皆様へ 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐  

 

小田原市立小・中学校における９月以降の教育活動等について（お知らせ） 

 

 保護者の皆様におかれましては、日頃より新型コロナウイルス感染症対策に御理解、御協力を

いただきありがとうございます。 

今般、新型コロナウイルス感染症は、デルタ株への置き換わりが進み、全国的に新規感染者数

が急激に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大の局面を迎えています。 

小田原市教育委員会では、夏季休業期間中に教職員へのワクチン接種を進めるなど、新型コロ

ナウイルス感染症の予防対策に取り組んでいますが、最近の感染状況の変化に対応し、児童生徒

の健やかな育ちと学びを保障することが求められているという認識のもと、緊急事態宣言の措置

期間【９月１日（水）から９月 12 日（日）まで】の教育活動等について、次のとおりお知らせ

します。 

なお、今後、感染状況等により本日のお知らせの内容を変更する場合もありますので、その際

は改めてお知らせします。 

 

１ 家庭内での感染防止対策の徹底について 

緊急事態宣言が発出されていること及び小田原保健福祉事務所管内の感染者数が増加して

いる状況から、当面の間、健康観察票に御家族の健康状態を記入いただくとともに、児童生徒

本人又は同居家族に発熱等の風邪症状等が見られる場合には、登校を控えてくださるよう御協

力をお願いします（この場合は出席停止(※）となります。）。 

また、不要な外出を控え、引き続き家庭内での感染防止対策を継続してください。 

 ※出席停止は、感染症の予防等のための措置で、欠席とは異なります。 

 

２ 教育活動について 

(1) 午前中のみの短縮授業  【９月１日（水）から９月 10日（金）まで】 

・可能な限り密を避け、マスク着用と換気を徹底します。 

  ・当面の間、感染リスクの高い教育活動の実施を見合わせます。 

  ※時程など詳細については、各学校からのお知らせを御覧ください。 

 

(2) 部活動の原則休止    【９月１日（水）から９月 12日（日）まで】 

  ※大会等の参加により、短時間での活動を認める場合があります。 

 

３ 学習支援について 

(1) 学習用端末の持ち帰り（貸与） 

短縮授業の期間は、家庭で過ごす時間が増えるため、家庭学習の一部として学習用端末を



活用することができます。（家庭にインターネットにつながる通信環境が必要となります。

家庭に通信環境がない場合は、放課後に学校で学習用端末を使用できる機会を提供します。） 

なお、登下校時の持ち運びが負担となる場合等があるため、対象となる学年等の詳細につ

いては学校から別途お知らせします。 

 

(2) 自宅待機が必要な児童生徒及び登校を控える児童生徒への学習支援 

陽性者や濃厚接触者として自宅待機（療養など）となった児童生徒や、感染の不安等から

登校を控える児童生徒等には、学校が個別に学習の支援（学習プリント等の課題の提示、  

授業のライブ配信など）を行います。詳細については、担任又は学校に御相談ください。 

（これらの場合も出席停止となります。） 

 

(3) クラスターの発生に伴う臨時休業等への備え 

   今後の感染状況によっては、クラスター等が発生し、学級・学年単位等で臨時休業となる

ことも想定されますので、そのようなリスクに備え、家庭内の通信環境の有無にかかわらず

授業のライブ配信の視聴等が行えるよう対策を講じていきます。（今後の調査等にも御協力

ください。） 

 

４ 給食について 

(1) 給食の開始  【９月６日（月）から】 

 

(2) 給食が不要な場合の取扱い 

次のア、イの理由により９月６日（月）から９月 10日（金）までの５日間を通して給食が

不要な場合は、８月 30日（月）までに各学校（教頭あて）に連絡してください。 

  ア 登校を控える場合 

  イ 登校するが、給食は喫食せず帰宅する場合 

  ※ 途中での変更はできませんので、御了承ください。 

  ※ 給食が不要な場合、この期間の給食費は不要です。（年度末の給食費で調整します。） 

  

５ 放課後児童クラブについて 

  ９月１日（水）以降、放課後から 19時まで開所します。 

  給食開始前の９月 1 日（水）から９月３日（金）まで、及び９月６日（月）から９月 10 日

（金）までの期間に給食を不要とした場合は、弁当を御用意ください。 

 

 

                     
事務担当 

感染防止等学校保健に関すること  学校安全課  ３３－１６９１ 

給食に関すること         学校安全課  ３３－１６９４ 

教育課程全般に関すること     教育指導課  ３３－１６８４ 

放課後児童クラブに関すること   教育総務課  ３３－１７３１ 


